
長浜市告示第１３９号 

 

長浜市特定空家等除却支援事業補助金交付要綱（令和４年長浜市告示第171号）の一部

を次のように改正する。 

 

令和６年３月２５日 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

第３条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定にかかわらず次に掲げる工事については、補助の対象としないものとする。 

(1) 補助金の交付決定を受ける前に着手した工事 

(2) 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）又は申請者の３親等

以内の親族が代表又は役員である建設業者又は解体業者に発注する工事 

第５条第４号中「前３号」を「前４号」に改め、同号を同条第５号とし、同条第３号の

次に次の１号を加える。 

(4) 消費税及び地方消費税相当額 

第７条中「補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）」を「申請

者」に改める。 

様式第１号を次のように改める。 



様式第１号（第７条関係） 

 



附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


